
 

 

 

 

 

  

 

 

監査委員による監査の結果に基づき横浜市長等が講じた 
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区局本
部

対象課又
は所管課

指摘団体名

1 財務監査 R3 経理事務 13
検査事
務

- -

　「会計経理・契約事務の適正執行の徹底並びに物品
供給及び物品製造請負に係る契約事務手続等につい
て（通知）（平成25年３月27日財契二第3037号、会審第
304号）」によれば、契約（物品及び役務）に係る伺（執
行伺、発注伺、契約締結伺等）の起案担当者は当該契
約の検査員を兼務しないこととされている。しかしなが
ら、執行伺等の起案担当者が検査員を兼務していた。

教育委
員会事
務局

総務課 -
　当該事案の原因が、担当者の知識不足によるものであったこと及び
根拠となる通知の発出から時間が経過しているため、同通知を課内に
共有し、再発防止の周知徹底を図りました。

2 財務監査 R3 経理事務 13
検査事
務

- -

　「会計経理・契約事務の適正執行の徹底並びに物品
供給及び物品製造請負に係る契約事務手続等につい
て（通知）（平成25年３月27日財契二第3037号、会審第
304号）」によれば、契約（物品及び役務）に係る伺（執
行伺、発注伺、契約締結伺等）の起案担当者は当該契
約の検査員を兼務しないこととされている。しかしなが
ら、執行伺等の起案担当者が検査員を兼務していた。

教育委
員会事
務局

小中学校
企画課

-
　当該事案の原因が、担当者の知識不足によるものであったこと及び
根拠となる通知の発出から時間が経過しているため、同通知を課内配
付し、再発防止の周知徹底を図りました。

3 財務監査 R3 経理事務 13
検査事
務

- -

　「会計経理・契約事務の適正執行の徹底並びに物品
供給及び物品製造請負に係る契約事務手続等につい
て（通知）（平成25年３月27日財契二第3037号、会審第
304号）」によれば、契約（物品及び役務）に係る伺（執
行伺、発注伺、契約締結伺等）の起案担当者は当該契
約の検査員を兼務しないこととされている。しかしなが
ら、執行伺等の起案担当者が検査員を兼務していた。

教育委
員会事
務局

人権教
育・児童
生徒課

-
　起案担当者が検査員を兼務しないよう、課内会議で周知を行いまし
た。また、起案を確認する際起案者と検査員が同一人物になっていな
いかの確認を徹底するよう注意喚起も併せて行いました。

4 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

総務課 -

　当該事案の原因が、担当者の知識不足によるものと、回議状況の滞
りに気づかなかったことにあるため、「政府契約の支払遅延防止等に
関する法律」を課内に周知、回議状況については、起案者が確認を行
うことしました。

5 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

生涯学習
文化財課

-

当該事案の原因は、第一に、個人事業主との契約代金の支払い手続
についての知識の不足であったため、再発防止策として課内で事例共
有を行いました。
第二に、支出命令が決裁されるまでの回議状況の確認が不足してい
たため、課内で支払遅延リストの定期的な確認をすることとしました。

措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等 指摘事項
対象
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区局本
部

対象課又
は所管課

指摘団体名
措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等 指摘事項

対象

6 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

教職員人
事課

-

　当該事案の原因が知識不足及び事務の進捗管理漏れであったこと
から、再発防止策として、マニュアル等の再確認及び担当者複数名に
よるチェックの徹底を行いました。併せて、責任職による点検・進捗管
理についても改めて徹底しました。

7 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

教職員育
成課

-

　当該事案の原因が主に回議が途中で止まっていることに、支払い担
当者が気づかなかったことにあるため、事務手順を見直し、支出命令
の回議状況を、起案者とチェック担当者が随時確認、止まっている承
認者には速やかに声掛けを実施することとしました。

8 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

教職員労
務課

-
　当該事案の原因が知識不足、不注意又は確認不足であったことか
ら、再発防止策として、課内職員に対して、指摘事項の内容、根拠規
程、発生原因を周知しました。

9 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

学校計画
課

-

　当該事案の原因が、業務繁忙等による支出処理の遅延であったこと
から、再発防止策として、課内会議での支払遅延防止チェックシートを
新たに作成・活用し、責任職、職員を含めて支出処理の進捗確認を行
いました。
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区局本
部

対象課又
は所管課

指摘団体名
措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等 指摘事項

対象

10 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

教育施設
課

-

　指摘事項の発生原因が支払遅延であったことから再発防止策として
ミーティングや係会議などを活用し、適正経理事務の徹底を促しまし
た。
また、業務進捗状況を確認し、場合によっては別の職員に処理を依頼
するなど柔軟に対応しました。

11 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

小中学校
企画課

-

　支払遅延を未然に防止するため、財務会計システムで、月2回配信さ
れる「支払遅延防止チェックシート」（伺データ、契約データ）を、平成30
年度から、メールで課内事務職員に送信し、支払遅延防止の周知徹
底を図っています。今後は、そのメールの本文に支払遅延防止法の規
定を表記し、更なる支払遅延防止の徹底を図っていきます。

12 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

高校教育
課

-
　再発防止策として事務マニュアルの再確認・周知を課内で徹底を行
いました。

13 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

特別支援
教育課

-

　指摘事項の発生原因の１つは、支出命令回議後に経理担当課で回
議が止まっていたことに起案者が気づくのが遅れたこと、もう１点は支
出命令書に誤記があり修正後の再回議に時間を要したことです。

今後の再発防止策として、起案者は経理担当課への回議を修正等が
生じても間に合うよう余裕をもった日程で行うこと、回議状況を毎日確
認することを課内で周知徹底し、また課内の経理担当者も課全体の回
議状況を毎日確認することとしました。
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区局本
部

対象課又
は所管課

指摘団体名
措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等 指摘事項

対象

14 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

人権教
育・児童
生徒課

-

　起案をするだけでなく、支払期限に間に合うように決裁が終わってい
るか確認するよう課内会議にて周知しました。また、起案を確認する際
は支払期限が間違っていないかの確認を徹底するよう注意喚起も行
いました。

15 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

健康教
育・食育
課

-

　指摘事項の発生原因が決裁者の不在等により回議が滞っていたこと
に対する確認不足であったことから、再発防止策として決裁者不在等
の状況の共有を密に行い、不在時の代決／引上げ等について都度課
内周知を行うこととしました。

16 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

東部学校
教育事務
所教育総
務課

-

　指摘事項の発生原因が支出命令書起案後の回議状況の確認不足
であったことから、再発防止策として起案者及び係長の複数による回
議状況の確認、「支払遅延防止チェックシート」を活用した係全体での
確認を行うことを全職員で確認しました。

17 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

西部学校
教育事務
所指導主
事室

-
　支出命令の起案者及び係長が、起案の回議状況を随時確認するこ
ととしました。
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区局本
部

対象課又
は所管課

指摘団体名
措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等 指摘事項

対象

18 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

南部学校
教育事務
所指導主
事室

-

　指摘事項の発生原因が、請求書受理時の確認漏れと支出審査の遅
れであったことから、再発防止策として、契約関係書類受理時の書類
審査のチェックポイントの確認、支出回議後の回議状況の確認、また
支払期日が迫っているものは回議中職員へ適宜確認依頼を行いまし
た。

19 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

北部学校
教育事務
所教育総
務課

-

　本来、相手方が支払請求をした日から15日以内に支払うべき、自動
車借上げの支出をケアレスミスにより30日以内としてしまいました。再
発防止策として、支出命令書の作成の際、支出内容と支払期限に矛
盾がないか再確認するとともに、課内で適正経理にかかる研修を実施
しました。

20 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

北部学校
教育事務
所指導主
事室

-
　指摘事項の発生原因が指導主事室内での業務進捗状況の確認不
足であったことから、R3以降は再発防止策として事務職員で週１回の
ミーティングを行い、自身の業務進捗状況等を共有しています。

21 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

中央図書
館企画運
営課

-

　指摘事項の発生原因が請求書の管理について担当者毎に任されて
いたことから、請求書等の書類は個人で保管せず、課内職員の誰もが
見える場所に保管することにし、週に１回朝礼において進捗状況を確
認することとしました。
また、他の発生原因として、回議書類を他課へ持ち込む際の持込方法
について課内ルールが適切でなかったことから、支払関係の書類につ
いては必ず直接市庁舎へ持ち込むことを課内へ周知しました。

22 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

中央図書
館調査資
料課

-
　再発防止のため、起案後の決裁状況と支払い期限については担当
だけでなく、庶務担当も注意を払い、朝礼時の打合せなどで注意喚起
をすることにしました。
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23 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

神奈川図
書館

-

　指摘事項の発生原因は、教育委員会事務局総務課からの支出命令
の差し戻しが、支払期限間近であったこと、またその差戻しを受けたこ
とに気づくことが遅れたことによるものです。支出命令の審査状況につ
いて総務課と情報を相互に確認することとしました。

24 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

南図書館 -

　指摘事項の発生原因が、担当者の急な長期病休に伴う事務引継不
足であったことから、発注及び支払にかかる進捗状況を図書館長が確
認するとともに、必要に応じその対応について調整・指示することとし
ました。

25 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

旭図書館 -
　請求書受理後は速やかに支払処理を行い、支払遅延チェックシート
を活用し処理もれがないよう確認します。また、支払起案の回議後も回
議状況を確認することとしました。

26 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内
の日としなければならない（契約書の作成を省略できる
場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしない
ときは、相手方が支払請求をした日から15日以内の日
と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、同
法に定められた支払期限後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

都筑図書
館

-
　書類の提出確認が不十分だったため、契約時に複数名で請書の提
出確認を徹底することとしました。

27 財務監査 R3 経理事務 21
支出事
務

- -

「公共工事の前払金に関する規則（昭和37年３月規則
第14号）」によれば、公共工事に要する経費について、
市長は、適法な前払金の請求書を受理したときは、そ
の日から起算して、14日以内に前払金を支払うものとさ
れている。しかしながら、同規則に定められた支払期限
後に支払っていた。

教育委
員会事
務局

教育施設
課

-

　課内の全庶務担当者会議や係会議などを活用して、支払遅延の事
案を共有し、適正経理事務の徹底を再度促しました。また、係会議等
で業務の進捗状況を確認・共有し、別の職員に処理を依頼するなど柔
軟に対応することとしました。
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28 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

教職員人
事課

-
　不適切な状態の是正として、物品管理簿への登載を行いました。ま
た、再発防止策として、関係職員に対して、マニュアル等の再確認及
びルールの徹底・周知を行いました。

29 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

教育施設
課

-

　購入した備品等について、当課で出納通知を行った後に即座に学校
に保管替えを行っており、本件では学校の物品管理簿に記載されれば
足りるものと誤認していました。そのため再発防止策としてマニュアル
の周知を行いました。

30 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

小中学校
企画課

-

　登載漏れとなっていた2件を物品管理簿へ登載しました。また、再発
防止策として、物品事務の手引きや研修テキストを課内周知するととも
に、物品管理簿への登載について、物品発注伺回議時に、課経理担
当者が、発注担当者への注意喚起を行い、支出時には、登載状況を
チェックすることとしました。

31 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

健康教
育・食育
課

-

　指摘事項の発生原因が繁忙等で記載を失念していたことであったこ
とから、不適切な状態の是正として速やかに物品管理簿への登載を行
いました。また再発防止策として課内で事例を共有し、注意喚起や関
連研修の受講勧奨などを行いました。

32 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

南部学校
教育事務
所教育総
務課

-
指摘事項の発生原因が、自所属以外へ納品される場合の物品規則の
規定に関する理解不十分にあったため、再発防止策として規定内容を
改めて確認し、物品管理簿への登載を徹底しました。

33 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

北部学校
教育事務
所教育総
務課

-

　物品管理簿と備品出納簿を混合して認識していたため、物品管理簿
への記載が漏れてしまいました。再発防止策として会計室で作成され
た手引きや研修資料を用いて、課内で物品事務にかかる研修を実施
しました。
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34 財務監査 R3 経理事務 36
物品管
理事務

- -

　物品規則によれば、物品管理者は、物品管理簿を備
えて物品の整理を行わなければならないとされている。
しかしながら、購入した物品が物品管理簿に登載され
ていないものがあった。

教育委
員会事
務局

中央図書
館調査資
料課

-

　記入が漏れていたものについては、物品管理簿に登載いたしまし
た。
再発防止のため、購入時に管理簿への記載の要不要を確認する。
YCAN物品の売り払いの際などの機会をみて棚卸しをすることとしまし
た。

35 財務監査 R3 経理事務 37
物品管
理事務

- -

　「備品と消耗品の区分基準、備品の分類及び重要物
品の指定等について（通知）（平成29年３月13日会会第
1434号）」によれば、物品の価格は、当該物品を取得す
るために支払った金額とし、付随費用（送料、取付費、
設置費等）及び消費税相当額を含む取得価格とするこ
ととされている。また、本体とは別に記載されている値
引き額も取得価格から差し引くこととされている。しかし
ながら、物品管理簿の記載に当たり、次のような事例が
見受けられた。

　消費税相当額を含まない金額を取得価格として物品
管理簿に記載していた。

教育委
員会事
務局

瀬谷図書
館

-

　消費税相当額を含まない金額を取得価格として物品管理簿に記載し
たため、消費税相当額を含む金額を取得価格として物品管理簿に記
載し修正を行いました。
　再発防止策として、マニュアルを所属内に周知し、物品管理簿に記
載する際は他の職員のダブルチェックを行うこととします。

36 財務監査 R3 経理事務 37
物品管
理事務

- -

　「備品と消耗品の区分基準、備品の分類及び重要物
品の指定等について（通知）（平成29年３月13日会会第
1434号）」によれば、物品の価格は、当該物品を取得す
るために支払った金額とし、付随費用（送料、取付費、
設置費等）及び消費税相当額を含む取得価格とするこ
ととされている。また、本体とは別に記載されている値
引き額も取得価格から差し引くこととされている。しかし
ながら、物品管理簿の記載に当たり、次のような事例が
見受けられた。

　取得価格に含めてはいけない費用を取得価格に含め
て物品管理簿に記載していた。

教育委
員会事
務局

生涯学習
文化財課

-
　物品管理簿の当該取得価格を修正し、再発防止策として課内で事例
共有を行いました。

37 財務監査 R3 経理事務 37
物品管
理事務

- -

　「備品と消耗品の区分基準、備品の分類及び重要物
品の指定等について（通知）（平成29年３月13日会会第
1434号）」によれば、物品の価格は、当該物品を取得す
るために支払った金額とし、付随費用（送料、取付費、
設置費等）及び消費税相当額を含む取得価格とするこ
ととされている。また、本体とは別に記載されている値
引き額も取得価格から差し引くこととされている。しかし
ながら、物品管理簿の記載に当たり、次のような事例が
見受けられた。

　その他、誤記、転記ミスなどにより誤った取得価格を
物品管理簿に記載していた。

教育委
員会事
務局

学校支
援・地域
連携課

-

　指摘事項の発生原因が誤記載などによることから、再発防止策とし
て価格等記載事項の確認を複数人で行うよう、事務手続の再発防止
策を令和４年２月に周知しました。
また、物品管理簿における誤記載の内容を修正しました。
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38 財務監査 R3 経理事務 37
物品管
理事務

- -

　「備品と消耗品の区分基準、備品の分類及び重要物
品の指定等について（通知）（平成29年３月13日会会第
1434号）」によれば、物品の価格は、当該物品を取得す
るために支払った金額とし、付随費用（送料、取付費、
設置費等）及び消費税相当額を含む取得価格とするこ
ととされている。また、本体とは別に記載されている値
引き額も取得価格から差し引くこととされている。しかし
ながら、物品管理簿の記載に当たり、次のような事例が
見受けられた。

　その他、誤記、転記ミスなどにより誤った取得価格を
物品管理簿に記載していた。

教育委
員会事
務局

中図書館 -
　指摘事項の発生原因が誤記であったことから、正しい取得価格を物
品管理簿に記載しました。また、再発防止策として、ダブルチェックの
徹底を行うこととしました。



                                  

人 調 第 3 9 9 号 

令和４年８月 30 日 

 

横浜市代表監査委員 

 藤野 次雄 様 

 

横浜市人事委員会  

委員長 水地 啓子 

 

 

監査結果に基づく措置について（通知） 

 

 

 地方自治法第 199条第 14項の規定により、監査の結果に関する報告に基づい

て措置を講じたものを、別添様式のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：人事委員会事務局調査課 並河、新井 

電話：671-3345 
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指摘団体名

1 財務監査 R3 経理事務 19
支出事
務

- -

　支払遅延防止法によれば、工事代金を除く対価の支
払の時期は、適法な支払請求を受けた日から 30日以
内の日としなければならない（契約書の作成を省略でき
る場合で対価の支払の時期を書面により明らかにしな
いときは、相手方が支払請求をした日から 15日以内の
日と定めたものとみなす）とされている。しかしながら、
同法に定められた支払期限後に支払っていた。

人事委
員会事
務局

任用課 -

　令和４年３月15日の責任職会議で、指摘を受けた課を含む局内全課
の責任職を対象とし、各課における支払遅延にかかる注意喚起を行っ
ています。
また、支払のための事務が滞ることのないよう決裁状況の進捗管理を
徹底するため、課内のマニュアルにおいて起案（支出命令書）の備考
欄へ支払期限日及び最終承認の期限（希望）日を記載し、回議するこ
ととし、当該運用について課内で共有を図りました。

指摘事項
対象

措置の内容No 監査種別 年度 区分 掲載ページ等


